
  (様式３) 目的設定表( 年度） 予算区分： 要求区分： 確定日（ 年 月 日）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
事業年度 年度 評　　価　　対　　象　　事　　業　（　計　画　）　の　　内　　容 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１．事業立案の背景(施策目標の達成のために今なぜこの事業が必要なのか)

(重点施策推進方針との関係） 重点事業として要望 その他事業として要望

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
２．住民ニーズの状況

 ②事業の対象者･団体①ニーズを把握した対象
受益者 一般県民 （時期： 年 月）  ③達成のための手段

②ニーズの把握の方法
アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

③ニーズの具体的内容

 ④比較した代替手段及び選択した手段の有効性

◎把握してない場合の理由及び今後の方針

 ①理由

 ②今後の方針

５．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度 全体(最終)計画順位

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和 3年度当初予算令和03 通常 令和03 02 25
0101050206 秋田の未来につながるふるさと定着回帰戦略

05 活力にあふれ、安心して暮らすことができる地域社会づくりワーケーション促進事業
多様な主体との協働による地域づくりの推進02

あきた未来創造部　 地域づくり推進課 調整・地域活性化班 1237 橋本秀樹 藤木正博

令和03 令和05

　国の地域別将来計画では、本県の人口減少率・高齢化率ともに全国上位にあり、地域コミュニティ 　本県における魅力ある体験とワーク環境を組み合わせたワーケーションの実践誘致を通じ、人材誘
の維持が「待ったなし」の状況となっている。一方、新型コロナウイルス感染症の拡大による「新し 致や二地域居住・移住などへ結びつけることを目的とする。
い生活様式」への移行に伴い、テレワークなど、従来の勤務場所以外での働き方が普及し、都市圏居
住者の地方への意識が一層高まりつつある。このような流れを踏まえ、観光地など、普段の勤務地と
は異なる場所での仕事と余暇活動を組み合わせたいわゆる「ワーケーション」の本県誘致を通じて、
人材誘致や二地域居住・移住などへ結びつける取組を推進し、持続可能な地域社会の形成を促進する ● ○
。

県、民間団体

首都圏及び関西圏をはじめとする都市圏の民間企業の従業員、左の者を受け入れる県内地域及び団体

■ ■ R02 11

　受入態勢の構築に向けた市町村職員向けの研修会を開催するほか、県内民間団体による情報発信活
■ ■ □ □ 動を支援するとともに、首都圏企業等に対して具体的なプロモーション活動を展開し、実際に本県で

□ のワーケーション活動に取り組む企業等に対して、奨励金を交付する。

　首都圏企業向けに実施したアンケート調査において、新しい働き方としての「ワーケーション」に
対しての興味・関心や、実施の可能性について、一定程度のニーズが把握されている。また、人口減

　人材誘致や二地域居住・移住などへ結びつけるためには、市町村の参画が重要であるが、ワーケーションそのものが新し少・高齢化が最も早いペースで進む本県において、ワーケーションの誘致を通じた人材誘致や二地域
い概念であり、認識を高め、知識を習熟することで有効な施策へと展開させていく必要がある。また、全国的な誘致競争に居住・移住の促進は、地域の維持・活性化にとって有効な手段である。
打ち勝つためには積極的な情報発信が欠かせないことから、県内民間団体による情報発信活動の促進と、県自らが積極的な
プロモーション活動を展開することは有効な手段と考えている。さらに、実際に本県を訪れる企業等に対して奨励金を交付
することにより、人が人を呼ぶ好循環を構築していく。

0 80 3 0 4 0 60 5 0 7

ワーケーション普及促進事業 県内各地域における受入態勢の整備を促進するため、自治体職員向けの研修会の開催や情
01 報共有のための会議を開催する。         482         482           0           0        482           0         1,446

ワーケーション情報発信促進事業 関係企業や団体等で構成され、全県域でワーケーションを推進しようとする団体に対し、
02

活動経費を助成する。       3,000           0           0          0           0           0         3,000

大都市圏向けプロモーション展開事業 首都圏企業等に対し、個別訪問による誘致活動を行うほか、本県でのワーケーションに取
03 り組む企業へ奨励金を交付する。

        9,240      5,640       3,600           0           0           0          0

                                                                               

                                                                               

                                                                               

       13,686      9,122       4,082           0           0          0        482

                                                                               

                                                                               

                                                                               

      4,082         482           0           0           0        13,686      9,122



６．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み

事業の期待
される成果

指標名 指標の種類

成果指標
指標式

業績指標

①年度別の目標値（見込まれる成果による指標）指
標
Ⅰ

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a
実績b ②データ等の出典

東　北
全　国

③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 月 翌々年度 月

指標名 指標の種類

成果指標指標式
業績指標

①年度別の目標値（見込まれる成果による指標）指
標
Ⅱ

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a
実績b ②データ等の出典

東　北

全　国

③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 月 翌々年度 月

◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法
①指標を設定することが出来ない理由

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む)

事業の必要性

現状の課題及び施策目的に照らした事業の必要性

住民ニーズに照らした事業の必要性

事業の県関与の必要性
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

民間・市町村で実施可能であるが、県が関与する必要性が認められるもの
政策評価委員会意見 重点事業の適合及び指標・目標値の適合性判定

重点事業 その他

本県への人材誘致や二地域居住・移住の促進、地域の維持・活性化

ワーケーションに取り組む首都圏企業・団体数

●本事業の誘致を通じて実際にワーケーションに取り組んだ企業等の数

○

01 0 2 03 04 0 5 0 6 0 7
        30        30        30                               90                    

                    

                    地域づくり推進課調べ

                    

○ ● ○0 4

○
○

0 40 1 0 2 0 3 0 5 0 6 0 7
                                                                                   

                    

                    

                    

○ ○ ○

　テレワークなどの新しい働き方が普及していく中、人口減少・高齢化が進む本県におい
て、ワーケーションの誘致を通じた人材誘致や二地域居住・移住などの促進は、地域の維
持・活性化に必要な取組である。

　人口減少・高齢化が進む中で、地域コミュニティの担い手不足が顕在化しつつあり、あ
らゆる手法により、地域の担い手確保や地域運営組織の充実を図ることが求められている
。このような住民ニーズに照らして、新たな人材の誘致や二地域居住・移住の促進を念頭
に置いた本事業の必要性は高いものと言える。

□□ □
■

　ワーケーションは新たな概念であり、県内市町村、民間団体とも具体的なノウハウ等が
確立していないこと、また、市町村域を越えた受入態勢の構築には、県が主導しながら関
係団体等と連携して取り組む必要があることから、県関与の必要性が認められる。

○ ○


